
 
特
定
民
間
再
開
発
事
業
及
び
地
区
外
転
出
事
情
の
認
定
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
七
月
九
日 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 

広
島
県
規
則
第
三
十
八
号 

 
 
 

特
定
民
間
再
開
発
事
業
及
び
地
区
外
転
出
事
情
の
認
定
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改 

正
す
る
規
則 

特
定
民
間
再
開
発
事
業
及
び
地
区
外
転
出
事
情
の
認
定
事
務
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
広
島
県

規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

（
特
定
民
間
再
開
発
事
業
認
定
の
申
請
手
続
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一―

四 

（
略
） 

五 

特
定
民
間
再
開
発
事
業
に
係
る
中
高
層
の
耐
火

建
築
物
に
つ
い
て
の
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
条
第
一
項
又
は
同
法

第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
（

同
法
第
十
八
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
確
認
済
証
を
含
む
。
）
の
写
し 

六
・
七 

（
略
） 

八 

本
事
業
の
施
行
地
区
が
都
市
計
画
法
第
十
二
条

の
四
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
地
区
計
画
、
同
項

第
二
号
に
掲
げ
る
防
災
街
区
整
備
地
区
計
画
又
は

同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
沿
道
地
区
計
画
の
区
域
内

に
あ
る
場
合
に
は
、
同
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
地
区
整
備
計
画
、
密
集
市
街

地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
十
二

条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
建
築
物
地
区

整
備
計
画
若
し
く
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
防

災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画
又
は
幹
線
道
路
の
沿

道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律

第
三
十
四
号
）
第
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す

る
沿
道
地
区
整
備
計
画
の
写
し
及
び
建
築
基
準
法

第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
条
例
の

写
し 

九 

（
略
） 

 

（
地
区
外
転
出
事
情
認
定
の
基
準
） 

第
五
条 

知
事
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
地
区
外
転

出
事
情
認
定
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
申
請
に
係
る
地
区
外
転
出
事
情
が
法
第
三
十
七
条

の
五
第
六
項
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
政
令

及
び
省
令
に
規
定
す
る
特
別
な
事
情
の
要
件
に
適
合

し
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
申
請
の
手
続
が
こ
の
規
則

 
（
特
定
民
間
再
開
発
事
業
認
定
の
申
請
手
続
） 

第
二
条 
（
略
） 

２ 

（
略
） 

一―

四 
（
略
） 

五 

特
定
民
間
再
開
発
事
業
に
係
る
中
高
層
の
耐
火

建
築
物
に
つ
い
て
の
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
条
第
一
項
又
は
同
法

第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
（

同
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証

を
含
む
。
）
の
写
し 

六
・
七 

（
略
） 

八 

本
事
業
の
施
行
地
区
が
都
市
計
画
法
第
十
二
条

の
四
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
地
区
計
画
、
同
項

第
二
号
に
掲
げ
る
防
災
街
区
整
備
地
区
計
画
又
は

同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
沿
道
地
区
計
画
の
区
域
内

に
あ
る
場
合
に
は
、
同
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
地
区
整
備
計
画
、
密
集
市
街

地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
十
二

条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
建
築
物
地
区

整
備
計
画
若
し
く
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
防

災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画
又
は
幹
線
道
路
の
沿

道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律

第
三
十
四
号
）
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
沿
道

地
区
整
備
計
画
の
写
し
及
び
建
築
基
準
法
第
六
十

八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
条
例
の
写
し 

 

九 

（
略
） 

 

（
地
区
外
転
出
事
情
認
定
の
基
準
） 

第
五
条 

知
事
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地

区
外
転
出
事
情
認
定
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
申
請
に
係
る
地
区
外
転
出
事
情
が
法
第
三

十
七
条
の
五
第
五
項
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ

く
政
令
及
び
省
令
に
規
定
す
る
特
別
な
事
情
の
要
件

に
適
合
し
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
申
請
の
手
続
が
こ
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に
違
反
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
認
定
を
す

る
も
の
と
す
る
。 

の
規
則
に
違
反
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
認

定
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。



改 正 後 改 正 前 

 
別記様式第１号（第２条関係） 

特定民間再開発事業認定申請書 

（略） 

施行地区 

１ 所在地 
二号地区・認定中心市街地内の二項地
区・高度利用地区・地区計画の区域・ 
防災街区整備計画の区域・沿道地区計 
画の区域 

 

２ （略） 

（略） 

注 １―３ （略） 

４ 「施行地区」の欄中「所在地」については施行地区が二号地区

（都市再開発法第２条の３第１項第２号に掲げる地区として定め

られた地区）若しくは認定中心市街地内の二項地区（中心市街地

の活性化に関する法律第16条第１項に規定する認定中心市街地の

区域のうち都市再開発法第２条の３第２項に規定する地区として

定められた地区）、高度利用地区又は地区計画、防災街区整備地区

計画若しくは沿道地区計画の区域のいずれに存するかに応じ、「面

積」については登記又は実測のいずれによるかに応じ、それぞれ

該当するものを○で囲むこと。 

 

５―７ （略） 

８ 「都市施設等の用地の状況」の欄には、施行地区内に計画され

ている都市計画施設又は地区施設（本事業の施行地区が租税特別

措置法施行令第25条の４第２項第３号に掲げる区域内である場合

には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じ、それぞれこ

れらの規定に定める施設）の名称及びこれらの施設の用に供する

こととなる施行地区内の土地の面積を記載すること。 

９―11 （略） 
 

 
別記様式第１号（第２条関係） 

特定民間再開発事業認定申請書 

（略） 

施行地区 

１ 所在地 
二号地区・特定中心市街地内の二項地 
区・高度利用地区・地区計画の区域・ 
防災街区整備計画の区域・沿道地区計 
画の区域 

 

２ （略） 

（略） 

注 １―３ （略） 

４ 「施行地区」の欄中「所在地」については施行地区が二号地区

（都市再開発法第２条の３第１項第２号に掲げる地区として定め

られた地区）若しくは特定中心市街地内の二項地区（中心市街地

における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関

する法律第７条第１項に規定する特定中心市街地の区域のうち都

市再開発法第２条の３第２項に規定する地区として定められた地

区） 、高度利用地区又は地区計画、防災街区整備地区計画若しく

は沿道地区計画の区域のいずれに存するかに応じ、「面積」につい

ては登記又は実測のいずれによるかに応じ、それぞれ該当するも

のを○で囲むこと。 

５―７ （略） 

８ 「都市施設等の用地の状況」の欄には、施行地区内に計画され

ている都市計画施設又は地区施設（本事業の施行地区が租税特別

措置法施行令第25条の４第２項第２号に掲げる区域内である場合

には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じ、それぞれこ

れらの規定に定める施設）の名称及びこれらの施設の用に供する

こととなる施行地区内の土地の面積を記載すること。 

９―11 （略） 
 

 
 

 



 
様式第３号（第６条関係） 

 

特定民間再開発事業認定済証 

 

（略） 

 

１ （略） 

２ 施行地区の所在地及び面積 

  ・所在地 

  ・面積（㎡） 

    高度利用地区の種類等（          ） 

              （  年  月  日第  号最終変更） 

              （  年  月  日第  号） 

（  年  月  日第  号） 

（  年  月  日第  号） 

  ・ 二号地区の名称（          ） 

認定中心市街地内の二項地区の名称（          ） 

地区計画の区域の名称（          ） 

防災街区整備地区計画の区域の名称（          ） 

沿道地区計画の区域の名称（          ） 

３―５ （略） 

 

注 １ （略） 

２ 「施行地区の所在地及び面積」の欄については、施行地区につ

いて高度利用地区が都市計画において定められている場合にあつ

ては、高度利用地区が告示された告示年月日及び告示番号を記載

することとするが、都市計画の変更により告示年月日及び告示番

号が更改されている場合にあつては、その全てについて記載する

こと。また、規制等の違いにより種類（○○地区、○○一丁目地

区等）の別が定められている場合においてはその種類について記

載することとする。また、施行地区について二号地区（都市再開

 
様式第３号（第６条関係） 

 

特定民間再開発事業認定済証 

 

（略） 

 

１ （略） 

２ 施行地区の所在地及び面積 

  ・所在地 

  ・面積（㎡） 

    高度利用地区の種類等（          ） 

              （  年  月  日第  号最終変更） 

              （  年  月  日第  号） 

（  年  月  日第  号） 

（  年  月  日第  号） 

  ・ 二号地区の名称（          ） 

特定中心市街地内の二項地区の名称（          ） 

地区計画の区域の名称（          ） 

防災街区整備地区計画の区域の名称（          ） 

沿道地区計画の区域の名称（          ） 

３―５ （略） 

 

注 １ （略） 

２ 「施行地区の所在地及び面積」の欄については、施行地区につ

いて高度利用地区が都市計画において定められている場合にあつ

ては、高度利用地区が告示された告示年月日及び告示番号を記載

することとするが、都市計画の変更により告示年月日及び告示番

号が更改されている場合にあつては、その全てについて記載する

こと。また、規制等の違いにより種類（○○地区、○○一丁目地

区等）の別が定められている場合においてはその種類について記

載することとする。また、施行地区について二号地区（都市再開



発法第２条の３第１項第２号に掲げる地区として定められた地区

）若しくは認定中心市街地内の二項地区（中心市街地の活性化に

関する法律第16条第１項に規定する認定中心市街地の区域のうち

都市再開発法第２条の３第２項に規定する地区として定められた

地区）又は地区計画、防災街区整備地区計画若しくは沿道地区計

画の区域が都市計画において定められている場合にあつては、そ

れぞれの名称を記載すること。なお、これらの地区又は区域が都

市計画に重複して定められている場合は、必ずその全てについて

記載すること。     

     

３・４ （略） 

発法第２条の３第１項第２号に掲げる地区として定められた地区

）若しくは特定中心市街地内の二項地区（中心市街地における市

街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第

７条第１項に規定する特定中心市街地の区域のうち都市再開発法

第２条の３第２項に規定する地区として定められた地区）又は地

区計画、防災街区整備地区計画若しくは沿道地区計画の区域が都

市計画において定められている場合にあつては、それぞれの名称

を記載すること。なお、これらの地区又は区域が都市計画に重複

して定められている場合は、必ずその全てについて記載するこ

と。 

    ３・４ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


